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ニュージーランド向け輸出二枚貝の取扱いについて

「ニュージーランド向け輸出二枚貝の取扱要領」を別紙のとおり定めること

としましたので、下記の事項に留意の上、取扱い願います。

記

１． 平成２３年２月１日以降、ニュージーランドに輸入される二枚貝には、

本要領に基づく衛生証明書の添付が必要となりますので、その旨を関係事

業者等へ事前に周知していただきますようお願いいたします。

２． 生鮮及び殻付きの二枚貝は、ニュージーランドに輸入が認められており

ません。


